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○ ロ ボ ッ ト の 旋 回 半 径 を 小 さ く す る と い う 技 術 思 想 に 基 づ く ダ ブ

ル ア ー ム 型 ロ ボ ッ ト の 発 明 に つ い て ，分 割 前 の 発 明 の 特 許 請 求 の 範

囲 が 基 端 の 関 節 部 の 回 転 中 心 軸 ，台 座 の 旋 回 中 心 軸 ，基 端 以 外 の 関

節 部 の 位 置 関 係 に 着 目 し て 規 定 さ れ て い る の に 対 し ，分 割 後 の 本 件

発 明 の 特 許 請 求 の 範 囲 が コ ラ ム ，台 座 の 旋 回 中 心 軸 ，基 端 の 関 節 部

の 回 転 中 心 軸 の 位 置 関 係 に 着 目 し て 規 定 さ れ て い る が ，原 出 願 明 細

書 に お い て ，コ ラ ム ，台 座 の 旋 回 中 心 軸 及 び 基 端 の 関 節 部 の 位 置 関

係 に 関 し ，本 件 発 明 の 特 許 請 求 の 範 囲 を 充 足 す る 構 成 が 図 示 さ れ て

い る 以 上 ，本 件 発 明 の 技 術 思 想 は 原 出 願 明 細 書 及 び 図 面 に 記 載 さ れ

た も の と い う こ と が で き ， 分 割 要 件 に 違 反 し な い 。

○ 本 件 発 明 に お け る ア ー ム の 取 付 け 位 置 や ハ ン ド の 伸 縮 方 向 に 係

る 相 違 点 １ の 構 成 及 び コ ラ ム の 旋 回 位 置 等 に 係 る 相 違 点 ２ の 構 成

は ，い ず れ も 引 用 発 明 に 周 知 技 術 等 を 適 用 す る こ と に よ っ て ，当 業

者 が 容 易 に 想 到 し 得 る も の で あ る と し て ，こ れ と 異 な る 審 決 の 判 断

が 誤 り で あ る と さ れ た 事 例

（関連条文）特許法２９条２項，４４条

本件は，原告が，発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする本件特許に対する無効

審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

本件は，次のとおり判示するなどして，本件発明に係る特許出願は，分割要件を充足する

ものの，本件発明１は，引用発明に周知技術等を適用することによって，当業者が容易に想

到し得るものであり，本件発明１についての進歩性に係る審決の判断が誤りである以上，本

件発明１に係る判断を前提とする本件発明２ないし９についての審決の結論を直ちに是認

することはできないとして，審決を取り消した。

まず，本判決は，「原出願明細書において，コラム，旋回中心及び基端の関節部(肩関節

部)の位置関係に関しては，図２において，…図示されており，同図における旋回中心，コ

ラム及び基端関節部の回転中心軸の位置関係は，本件発明１の「前記コラムは，前記台座部

が旋回するときの前記台座部の旋回中心に関して，前記第１及び第２の支持部材に前記アー

ムの前記基端の関節部の回転中心軸よりも外側を旋回するように配置される」との構成（本

件構成要件）を満たすものである。また，原出願発明７も，本件発明１も，いずれもロボッ

トの旋回半径を小さくするという技術思想に基づく発明であり，原出願発明７は，上記原出

願明細書図２について，基端の関節部の回転中心軸，台座の旋回中心軸，基端以外の関節部



の位置関係に着目し，特許請求の範囲として規定しているところ，本件発明１は，コラム，

台座の旋回中心軸，基端の関節部の回転中心軸の位置関係に着目し，特許請求の範囲として

規定しているものである。したがって，本件構成要件により，コラム式のダブルアーム型ロ

ボットにおけるコラム，旋回中心及び基端の関節部（肩関節部）についての位置関係を定め

る本件発明１の技術思想は，原出願明細書及び図面に記載されたものということができる。」

と判断して，本件特許に係る出願について，分割要件に違反するものではないとした。

次に，相違点１については，「周知例３及４において，シングルアーム型ロボットではあ

るものの，コラム型の昇降機構と台座の旋回機構を有する構成が開示されており，かかる構

成は，原出願発明に係る特許の出願当時，周知技術であったものということができる。引用

例においては，引用発明の実施例として，一対のロボットを搬送チャンバ内に配置する構成

について開示しており，かかる実施例においては，チャンバ内の床と天井が，アームが取り

付けられる支持部材に相当するものということができる。」「そうすると，当業者が，引用

例の記載から，引用例の実施例において開示された搬送チャンバ内に上下一対に配設された

ロボットにつき，「ハンドがアーム部に対して昇降する機能や，アーム部及びハンド全体が

昇降する機能」を有する構成として，搬送チャンバとは無関係に，アーム部とハンド部とを，

支持部材を介して周知技術であるコラム型の上下昇降機構に組み合わせることは，容易であ

るということができる。」「二組のアーム同士及びコラムなどとの干渉を回避するために，

ハンド部の伸縮方向を「第１及び第２の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラム

から延びる方向に関して直交する方向」とする構成を採用することは，設計事項にすぎない

ものということができる。」と判断して，当業者が容易に想到し得るものであるとした。

さらに，相違点２についても，「原出願発明に係る特許の出願当時，シングルアーム型ロ

ボット又はダブルアーム型ロボットにおいて，「縮み位置においてワークを基端の関節部の

間に位置させる」構成あるいは「縮み位置においてワークを二組のアームの基端の関節部の

間に位置させる」構成は，周知技術であったということができる。以上によると，仮に本件

審決のとおり，「縮み位置においてワークを二組のアームの基端の関節部の間に位置させ

る」構成が一致点であるとは認められないとしても，当業者が，引用発明において，アーム

部とハンド部とを支持部材を介してコラム式の上下昇降機構に組み合わせる際，アームを折

りたたんだ縮み位置の状態において，省スペース化の観点から，周知技術である「縮み位置

においてワークを二組のアームの基端の関節部の間に位置させる」構成を採用することは容

易であるというべきである。また，二組のアームを支持部材に配置する際，支持部材がコラ

ムに取り付けられている付近に配置すると，アームとコラムとが干渉するおそれがあること

は明らかであるから，アームの基端の関節部を，「前記支持部材の前記コラムに取り付けら

れている側とは反対の自由端である先端部」に配置することは，設計事項にすぎないという

べきである。」「（甲１４文献，周知例１，周知例２には，「コラムは，前記台座部が旋回

するときの前記台座部の旋回中心に関して，前記第１及び第２の支持部材に前記アームの前

記基端の関節部の回転中心軸よりも外側を旋回するように配置される」構成が開示されてお



り，）かかる構成は，原出願発明に係る特許の出願当時，周知技術であったものということ

ができる。したがって，当業者が，引用発明に当該周知技術を組み合わせることは，容易で

あるということができる。」と判断して，当業者が容易に想到し得るものであるとした。

その上で，「以上の検討結果によると，本件発明１について，引用発明に周知技術等を適

用することによって，当業者が容易に想到し得るものではないとした本件審決の判断は誤り

である。」と判断した。


